大東市地域包括支援センター業務支援システム構築・運用保守業務委託仕様書
１．委託件名
大東市地域包括支援センター業務支援システム構築・運用保守業務委託
２．履行場所
大東市保健医療部高齢介護室内および地域包括支援センター内
３．業務期間
　　契約締結の日から令和８年１２月３１日まで(更新業務)
令和９年１月１日から令和１３年１２月３１日(６０ヶ月)(保守業務)
４．目的
高齢者の増加に伴い、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の業務量は増加傾向にあり、各専門職の専門性を活かした質の高い支援がより一層求められています。本市では、総合相談支援や権利擁護をはじめとするセンター業務の円滑化と職員の更なる業務効率化を図り、センター機能を強化するとともに、今後の介護保険制度等の改正にも柔軟に対応し得る新たな基盤システムの構築を検討しています。
本調達は、単なる現行システムの更新ではなく、将来的なデジタル活用の土台となる「エコシステム構想の基盤」の構築を目指すものです。したがって、次期システムは、本システムの構築と並行または稼働後に導入が想定される、AIを活用した各種システムや外部サービスと、高い拡張性をもって連携できる柔軟なシステム構造（仕組み）を有することを目的とします。
なお、次期システムで実現する業務機能は、以下の仕様及び別紙1「地域包括支援センターシステム要件一覧」によりますが、本市の目指すエコシステム構想の実現に向けた、仕様書記載以外の機能拡張や連携手法についても幅広い提案を求めます。

５．提案条件
提案条件として以下のすべてを満たすこと。
(1)提案するシステムは、少なくとも５年間はシステムの改良及びレベルアップ、ハードウェアの更新等を実施しながら、安定的かつ効率的な利用ができるものであること。
(2)提案するシステムは、本市がシステムを利用し事業を行う上で、関係する法律、条例、要綱等に定める事務を処理する機能を有し、介護保険法の改正等の制度改正に対応することを前提とする。

(3)提案するシステムは、本市の介護保険システム『介護保険システム「富士通Japan株式会社 」』と日次での手動連携にて、介護認定情報を取り込む運用としており、住民基本台帳システム「AD-WORLD(日立システム株式会社)」で適用される外字への対応が可能であること。外字は同社から配信されるものを取り込む運用(手動実施)を想定。
(4) 現行システム（HOPE LifeMark-WINCARE）からのデータ移行については、業務遂行に支障がでないよう、過去履歴を含むデータ（基本情報、相談内容、アセスメント、介護予防プラン等）を移行することを基本とする。
データ移行の手法については、既存ベンダーによるデータ抽出を前提とせず、最適な移行手法を企画提案書に記載すること。なお、提案された手法において、現行システムからのデータ抽出作業が必要となる場合、当該作業は既存ベンダーが実施するものとし、抽出費用は市が負担するため本調達には含めない。データ移行の手法および範囲の詳細については、企画提案書に記載された内容をもとに別途協議するものとする。
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6 システムの提案及び更新の基本方針
(1)機能要件
①地域包括支援センター業務に必要な機能を有すること。
地域包括支援センター業務(総合相談業務、権利擁護業務、介護予防ケアマネジメント業務、包括的•継続的ケアマネジメント業務)、指定介護予防支援 事業業務(介護予防給付ケアマネジメント業務、国民健康保険団体連合会への介護給付請求事務)、予防効果分析•評価活動報告(地域包括支援センターの実績報告•活動報告)
②EUC (End User Computing )機能を有し、システムが保有する情報の二次加工が可能なこと。
③通いの場や体操教室の開催、参加者の記録、体力測定結果を登録する機能を有すること。
④介護保険システムで管理する介護保険認定情報、負担割合に関する情報を指定するデータ形式により取り込めること。
⑤総合相談支援業務をはじめとする各業務から得た情報を効率的に集約•蓄積することができ、また各業務の統計処理•評価分析ができること。
⑥総合相談について匿名での相談受付が可能であること。
⑦総合相談で登録した虐待の相談•通報•届出情報は、高齢者虐待対応における初回相談として使用できること。
⑧高齢者虐待対応の帳票様式は日本社会福祉士会の様式に準じたレイアウトで作成できること。
⑨総合相談で登録した認知症に関する相談情報は、認知症初期対応における初回相談として使用できること。
⑩契約終了時に、システムで管理する全てのデータをCSV形式で出力できること。また、出力データ仕様を提示すること。
⑪総合事業対象者情報(基本チェックリスト)を指定するデータ形式により取り込めること。
⑫簡単な操作で作業中に機能の操作方法をオンラインヘルプで表示できること。またオンラインヘルプは印刷可能なこと。
⑬介護保険以外の福祉サービスの利用状況(有•無等)を管理できること。

(2)非機能要件
①クライアント数の増加や市の機構改革などに柔軟に対応できる優れた拡張性を有し、国の法改正などに対応可能であること。
②利用者の視認性が高く、誤操作防止を考慮した画面構成、操作性を有すること。システム全体で統一感を持った画面インターフェースであること。画面入力時に入力不備があった場合、エラー内容と箇所が明示されるなど、誤入力を防止する機能を有すること。
③市役所やセンター等からのシステム運用に関する問い合わせに対して迅速かつ的確に対応すること。問い合わせ窓口を開発元等に再委託する場合はその旨を企画提案書（保守体制）に記載すること。
④担当する地区(圏域)の利用者のみ参照可とするようなアクセス制限を設けること。また、他圏域の利用者を参照できる権限を設定できること。
⑤担当者の操作範囲を権利者にて制限できること。また操作ログを閲覧•保存できること。
⑥センターに係る業務で、国から明確な方針が示されていない部分について、明らかにされた時点において対応するとともに、新たに開発された現行システムの標準機能については、適宜バージョンアップに対応すること。今後の法改正•制度改正の対応も同様とする。
⑦初回およびシステム変更があった場合は、適宜操作研修を実施すること。
⑧本市が目指す「エコシステム構想」の基盤として、本システムの構築と並行または稼働後に導入が想定される以下の各種システム・サービスと、高い拡張性をもって柔軟に連携できるシステム構造を有すること。なお、連携方法等の詳細については、契約後に各種システム・サービスを提供するベンダーを含めて協議するものとする。

・相談業務の高度化・効率化を支援する各種AIツール
・住民からの円滑な相談受付（LINE等の活用）や、地域活性化サービス（介護予防ポイント及びその還元先となる地域通貨等）を包含した外部コミュニケーションツール『GovNext（株式会社福島情報処理センター）』

７．セキュリティ
(1) サーバは日本国内のデータセンターで稼働させること。データセンターは十分な災害対策（耐震・免震等）や停電対策、および厳格な物理的セキュリティ対策（入退室管理等）が講じられていること。また、システム基盤は冗長化された構成とし、機器等の障害発生時においても業務への影響を最小限に抑える高い可用性を確保すること。
(2)クライアント端末にデータを残さないシステムであること。将来的なセキュアブラウザ等の導入を見据え、一般的なWEBブラウザのみで稼働するWEBシステムを推奨するが、OSのターミナルサービス（画面転送方式等）による提案も許容する。なお、ターミナルサービス等を提案する場合は、新設・既存端末を合わせた合計２５台（全利用者分）の稼働に必要となる各種ライセンス（Windows Server RDS CAL等）の費用をすべて見積もりに含めること。
(3)職員毎にユーザI D及びパスワードの設定が可能なこと。
(4)複数センターの設置を想定し、担当する地区(圏域)の利用者のみ参照させること。
(5)定期的なバックアップを実施し、障害発生時には速やかに復旧できるようにすること。
(6)サーバ及びクライアントには、コンピュータウィルスに対する措置を講じること。
(7)サーバにアクセス可能な関係機関・関係者間での業務連携を目的として、安全にファイル共有等が行える共有フォルダを構築すること。

８．システムハードウェア等
(別紙)機器構成のとおり
９．保守要件
(1)保守の役割について
本システムの保守業務について、以下を実施できる体制を構築すること。
(2)保守要件
①問合せ時間
原則として、午前9時00分から午後5時00分（休日、祝日、年末年始を除く）とする。ただし、緊急時および障害発生時に備えて時間外連絡先を設け、随時対応可能な体制を整えること。問合せ内容は保守業者にて記録し、定期的に市へ報告すること。

②バージョンアップ
算定構造の変更を伴う改定など大幅なプログラム改修、サーバへのセットアップ作業は保守費用内に含めず別費用とする。
10.契約終了時の業務引継
本業務の終了に際し、保守料の範囲内で本市及び新たに事業者となるものに対して、業務の円滑な引継のために既存システム事業者として既存データを抽出し、電子ファイル(CSV形式等)にて提出すること。レイアウト表やコード表等もデータとともに提出することを前提とする。
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(別紙)機器構成
①機器の台数
•サーバ（データセンター稼働環境）
本システムを円滑かつ安定的に稼働させるために必要なサーバ環境（クラウドサービス、ホスティング等）の構成（CPU、メモリ、ストレージ容量等）については、「７．セキュリティ」の要件を満たす最適な環境を提案すること。

•クライアント
台数は新設10台、既設15台の合計25台とし、下記の機能を最低限有するものを設置すること。

	項目
	内容

	CPU
	Core™ i5-1334U プロセッサー

	OS
	Windows 11 Pro 64ビット

	保守
	5年翌日オンサイト保守

	SSD/メモリ
	256GB/8GB

	画面サイズ
	15.6型 FHD
1,920×1,080ドット

	主なアプリケーション
	CSP Office LTSC Standard 2024



•プリンタ
台数は新設2台とし、下記の機能を最低限有するものを設置すること。
	項目
	内容

	形式
	カラーレーザープリンター

	印刷方法
	両面印刷可

	対応用紙サイズ
	Ａ３サイズまで対応可

	プリント速度
	A4：片面36枚／分
両面33ページ／分

	カセット給紙容量
	カセット：250枚×1段
手差しトレイ：100枚
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②各拠点場所及び機器台数（職員数は包括が25名、高齢支援グループは10名）

	設置場所
	クライアント
	プリンタ

	大東市保健医療部高齢介護室
	1台
	1台

	大東市地域包括支援センター
	9台
	1台

	計　
	新設10台　
	2台



③ネットワーク構成
本システムは、システム基盤（データセンター）と、対象となる計２拠点（市役所内の大東市保健医療部高齢介護室、および大東市地域包括支援センター）のクライアント端末を、IP-VPN網を利用して接続する構成とすること。なお、ネットワーク環境の構築に関する要件は以下のとおりとする。
(1) ネットワークインフラの構築にあたっては、新規に通信回線を準備すること。
(2) 本システムのネットワークは本市の基幹系・情報系ネットワークとは独立した構成となるため、上記２拠点における回線敷設、必要となる各種ネットワーク機器（ルーター、スイッチングハブ等）の調達及び設定、LAN配線等に要する初期構築費用に加え、運用期間中の通信コスト（回線利用料等）を含むすべての費用を見積もりに含めること。
(3) 通信回線の引き込みやネットワーク機器の設置等、物理的な工事・作業を伴う場合は、本市担当部署や施設管理者等の関係各所と適宜協議・調整を行いながら、業務に支障が出ないよう安全かつ円滑に作業を進めること。
④ウイルス対策について
ウィルスパターンファイルは手動で管理サーバへ投入して、定期的に全端末へ配信することとする。
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